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「
三
階
直
圧
」
、
「
特
例
直
圧
」
… 

導
入
の
現
況
を
リ
ポ
ー
ト 

貯
水
槽
を
経
由
せ
ず
に
水
道
本
管
か
ら
直
接
マ
ン
シ
ョ
ン
に
給
水
す
る
「
直

結
給
水
方
式
」
。
東
京
都
は
平
成
十
九
年
に
「
三
階
直
圧
給
水
」
と
「
特
例
直

圧
給
水
」
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
同
年
四
月
か
ら
は
原
則
無
料

の
「
直
結
切
り
替
え
見
積
も
り
サ
ー
ビ
ス
」
を
実
施
す
る
な
ど
導
入
を
促
進
し

て
き
た
が
、
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

東

京

都 

規
制
緩
和 

東
京
都
は
平
成
十
九
年
一
月
に
「
直

圧
直
結
方
式
」
の
導
入
要
件
を
緩
和
し

た
。
現
在
「
三
階
直
圧
給
水
方
式
」
は

三
階
ま
で
の
物
件
で
あ
れ
ば
水
道
メ
ー

タ
ー
口
径
の
制
限
が
な
い
。「
特
例
直
圧

直
結
方
式
」
は
階
数
制
限
が
な
く
、
メ

ー
タ
ー
口
径
に
つ
い
て
は
「
二
十
㍉
～

七
十
五
㍉
」
と
し
て
い
る
。
同
方
式
は
、

水
道
本
管
の
水
圧
で
最
上
階
の
末
端
給

水
栓
ま
で
直
圧
給
水
が
可
能
な
場
合
導

入
で
き
る
が
、
将
来
、
水
圧
の
低
下
な

ど
の
事
態
に
お
い
て
増
圧
ポ
ン
プ
設
置

が
前
提
条
件
と
な
る
。 

増
圧
ポ
ン
プ

を
使
う
「
増
圧
直
結
給
水
方
式
」
は
メ

ー
タ
ー
口
径
「
二
十
㍉
～
七
十
五
㍉
」

で
、
階
数
制
限
は
な
い
。 

三
方
式
の
導
入
状
況
に
つ
い
て
、
マ

ン
シ
ョ
ン
も
含
め
た
全
件
数
を
表
に
示

し
た
。 

都
水
道
局
に
よ
れ
ば
同
方
式
の
導
入

は
場
所
を
選
び
、「
水
道
本
管
の
水
圧
の

高
い
地
域
で
導
入
で
き
る
」
と
し
具
体

的
に
は
「
浄
水
場
や
給
水
場
の
近
く
」

と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
所

に
設
置
さ
れ
た
ポ
ン
プ
に
近
い
の
で
、

強
い
水
圧
が
得
ら
れ
導
入
で
き
る
と
い

う
わ
け
だ
。
ま
た
、
地
形
に
お
い
て
低

地
に
位
置
す
る
物
件
は
、
土
地
の
傾
斜

に
よ
っ
て
水
道
本
管
の
圧
力
が
増
加
す

る
の
で
導
入
し
や
す
い
、
と
話
す
。
た

だ
し
「
あ
ん
ま
り
導
入
さ
れ
る
と
、
地

域
の
水
圧
が
さ
が
っ
て
し
ま
う
。
だ
か

ら
こ
そ
増
圧
ポ
ン
プ
の
設
置
を
条
件
と

し
て
い
る
」
と
し
、
あ
く
ま
で
「
特
例
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。 

し
か
し

ポ
ン
プ
を
使
わ
ず
、
階
数
制
限
も
な
く

導
入
で
き
る
の
だ
か
ら
、
高
層
建
築
物

で
導
入
を
検
討
す
る
ケ
ー
ス
も
増
え
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
「
わ

れ
わ
れ
も
」
と
導
入
す
る
と
、
結
局
地

域
の
水
道
本
管
の
水
圧
が
下
が
り
、
増

圧
ポ
ン
プ
を
導
入
し
た
「
増
圧
直
結
方

式
」
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
ポ
ン
プ

の
電
気
代
も
掛
か
り
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

費
用
も
必
要
と
な
る
事
に
な
る
。（
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
新
聞
２
０
１
０
年
３
月
２

５
日
号
よ
り
） 

 

三階直圧直結 特例直圧直結 増圧直結

19年度既存導入件数 582 509 852

20年度既存導入件数 763 844 940

19年度比既存導入増加率 31.10% 65.80% 10.30%

20年度新築・既存導入件数 データなし 1,387 3,419

20年度新築・既存導入件数
に占める既存導入件数の割合

- 60.90% 27.50%

2,333 1,839 6,596

(H16～H20) (H16～H20) (H17～H20)

東京都の直結給水方式導入件数

既存導入累計

給水方式について（参考：東京都水道局） 

給排気弁

５階

４階

３階

増圧ポンプ ２階

１階水道ﾒー ﾀー

増圧直結

給水方式 
(標準型) ５階

４階

３階

逆止弁 ２階

１階

ﾒー ﾀー ﾊ゙ｲﾊ゚ｽﾕﾆｯﾄ

水道ﾒー ﾀー

特例直圧 
給水方式 

３階

２階

１階

水道メーター

３階までの 
直圧給水方式 

直結給水方式

貯水槽水道方式

増圧直結給水方式 標準型

直列多段型

並列型

給水方式

３階までの直圧直結給水方式

特例直圧直結給水方式

直圧直結給水方式
《給水方式の分類》 
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国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
は
三
月
三
十
日
、
建
築
用
塗
装
メ

ー
カ
ー
の
ア
サ
ヒ
ペ
ン
の
グ
ル
ー
プ
企
業
で
、
大
規
模
修
繕
工
事
も

手
掛
け
る
ア
サ
ヒ
ペ
ン
・
ホ
ー
ム
イ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
（
本
社
大
阪
市

鶴
見
区
・
湯
山
亨
社
長
）
に
対
し
て
、
建
築
業
法
第
二
十
八
条
第
三

項-

一
項
に
基
づ
く
営
業
停
止
処
分
と
指
示
処
分
を
行
っ
た
、
と
発

表
し
た
。
営
業
停
止
期
間
は
、
四
月
十
四
日
か
ら
四
月
二
十
日
ま
で

の
七
日
間
。
東
京
都
、
大
阪
・
京
都
府
の
ほ
か
、
関
東
七
県
な
ど
計

十
三
県
で
の
大
規
模
修
繕
を
含
む
民
間
工
事
の
営
業
が
行
え
な
い 

規
定
上
回
る
下
請
代
金 

営
業
停
止
処
分
の
理
由
は
、
同

社
は
一
般
建
設
業
の
許
可
し
か

受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
東
京
都
の
一
件
の
ビ
ル
の
改

修
工
事
と
、
大
阪
市
内
の
二
件
の

マ
ン
シ
ョ
ン
大
規
模
修
繕
工
事

で
、
下
請
け
代
金
の
総
額
が
政
令

で
定
め
ら
れ
た
四
千
五
百
万
円

以
上
の
下
請
け
契
約
を
締
結
し

た
こ
と
。 

指
示
処
分
は
、
大
阪
市
内
の
二

件
の
う
ち
一
件
の
大
規
模
修
繕

工
事
で
、
同
社
が
無
許
可
業
者
と

下
請
け
契
約
を
締
結
し
た
点
。 

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一

項
第
二
号
と
第
六
号
に
該
当
す

る
と
判
断
さ
れ
た
。 

建
設
業
法
第
十
六
条
（
下
請
契

約
の
締
結
の
制
限
）
第
二
号
で

編集後記 

兵庫県西宮市でも、昨年から、この３階までの上

水道の直結給水方式は、認められている。参考に

したい。 
また、大規模工事もこういった、特定建設業の許

可を受けた業者か否かの確認は、このように大手

の子会社となると、なかなか難しい面もあろう。

《教
え
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
さ
ん
》 

質
問 

管
理
費
等
を
滞
納
し
て
い
た
組

合
員
が
死
亡
し
ま
し
た
の
で
、
相
続
人
を

調
査
し
て
請
求
し
ま
し
た
が
、
相
続
放
棄

を
し
た
と
い
っ
て
支
払
っ
て
く
れ
ま
せ

ん
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か 

 

回
答 

相
続
は
、
資
産
も
借
財
等
の
負
担

も
一
切
を
承
継
す
る
も
の
で
す
。
負
担
の

ほ
う
が
多
い
場
合
は
、
相
続
人
は
、
家
庭

裁
判
所
に
相
続
放
棄
の
申
述
を
し
て
、
資

産
も
承
継
し
な
い
か
わ
り
に
負
債
も
承

継
し
な
い
よ
う
に
で
き
ま
す
。
管
理
費
等

と
い
え
ど
も
相
続
放
棄
し
た
人
に
は
請

求
で
き
ま
せ
ん
。
相
続
放
棄
を
し
て
い
な

い
他
の
相
続
人
に
請
求
す
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。 

相
続
人
全
員
が
相
続
放
棄
を
し
た
場

合
は
、
相
続
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
は
利
害
関
係
人
の

請
求
に
よ
り
家
庭
裁
判
所
に
は
相
続
財

産
管
理
人
を
選
任
し
て
、
こ
の
管
理
人
が

相
続
財
産
を
処
分
し
て
弁
済
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

区
分
所
有
権
に
抵
当
権
が
設
定
さ
れ

て
い
れ
ば
、
抵
当
権
者
が
相
続
財
産
管
理

人
の
選
任
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。 

は
、
特
定
建
設
業
の
許
可
を
受

け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
下
請
け

代
金
の
総
額
が
政
令
で
定
め

る
金
額
以
上
と
な
る
下
請
け

契
約
は
で
き
な
い
。
政
令
で
定

め
る
金
額
は
三
千
万
円
で
、
建

築
一
式
の
許
可
が
あ
れ
ば
四

千
五
百
万
円
。 

違
反
が
分
か
っ
た
の
は
、
近

畿
地
方
整
備
局
に
よ
れ
ば
、
大

阪
市
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住
民

か
ら
の
通
報
で
一
件
が
発
覚
。

整
備
局
が
同
社
に
報
告
を
求

め
、
大
阪
市
内
の
一
件
と
東
京

都
で
の
ビ
ル
改
修
で
も
建
築

業
法
違
反
が
分
か
っ
た
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞
社

の
調
べ
で
は
、
同
社
は
、
大
阪

市
城
東
区
の
マ
ン
シ
ョ
ン
（
築

十
三
年
・
二
百
十
四
戸
）
で
平
成

二
十
一
年
七
月
か
ら
同
十
一
月

末
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
大
規

模
修
繕
工
事
を
、
総
工
費
九
千
八

百
万
円
で
元
請
け
と
し
て
受
注
。

同
社
か
ら
十
二
社
に
下
請
け
発

注
し
、
下
請
け
代
金
の
合
計
額
は

七
千
百
六
十
二
万
円
。 

こ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
同
社
は

無
許
可
業
者
と
下
請
け
契
約
を

し
て
お
り
、
無
許
可
業
者
へ
の
下

請
け
代
金
は
一
千
三
百
万
円
。 

住
民
に
よ
れ
ば
、
設
計
事
務
所

な
ど
が
行
う
設
計
・
監
理
方
式
で

は
な
か
っ
た
。 

一
方
、
同
社
に
よ
れ
ば
、
も
う

一
つ
の
大
阪
市
内
の
マ
ン
シ
ョ

ン
（
百
七
十
八
戸
）
の
大
規
模
修

繕
工
事
で
は
、
十
九
社
に
下
請
け

発
注
。
下
請
け
代
金
の
合
計
額
は

七
千
七
百
五
十
一
万
円
。
工
事
期

間
は
、
平
成
十
九
年
一
月
二
十
二

日
か
ら
同
六
月
三
十
日
ま
で
。 

四
千
五
百
万
円
以
上
の
下
請

け
契
約
を
締
結
し
た
点
に
つ
い

て
同
社
は
「
下
請
け
が
ほ
と
ん
ど

で
見
逃
し
た
。
管
理
体
制
が
甘
か

っ
た
」
と
す
る
一
方
、
無
許
可
業

者
と
下
請
け
契
約
し
た
点
に
つ

い
て
は
「
古
い
付
き
合
い
の
業
者

だ
っ
た
の
で
、
て
っ
き
り
免
許
を

持
っ
て
い
る
と
思
っ
て
チ
ェ
ッ

ク
し
な
か
っ
た
。
チ
ェ
ッ
ク
ミ
ス

で
す
」
と
し
て
い
る
。 

同
社
に
よ
れ
ば
、
現
在
大
規
模

修
繕
中
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
「
な

い
」
と
い
う
。 

同
社
は
、
昭
和
五
十
五
年
七
月
二

十
五
日
に
塗
装
・
建
築
一
式
工
事
、

平
成
十
五
年
十
一
月
六
日
に
防
水
工

事
の
一
般
建
設
業
の
許
可
を
取
得
。

同
社
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
一
年
四

月
か
ら
二
十
二
年
三
月
ま
で
の
大
規

模
修
繕
工
事
の
売
り
上
げ
は
三
億
円

で
、
そ
の
う
ち
三
割
が
元
請
け
で
、

七
割
が
下
請
け
受
注
と
い
う
。 

今
回
の
処
分
に
つ
い
て
同
社
は

「
す
べ
て
の
工
事
で
受
注
か
ら
完
工

に
至
る
ま
で
の
法
令
適
合
性
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
体
制
を
強
化
す
る
の
と
、

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
、
法

令
順
守
を
周
知
徹
底
し
、
二
度
と
起

こ
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
」
と
し
て

い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
新
聞
２
０

１
０
年
４
月
５
日
号
よ
り
） 

ア
サ
ヒ
ペ
ン
・
ホ
ー
ム 

イ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス 

大
規
模
修
繕
で
業
務
違
反 


